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第 1次大戦後ドイツにおける国家

コンツェルンの形成と産業再編成

(185) 37 

芦田 豆

はじめに

国家独占資本壬義の分析においては，個々の論者によってその中心に位置づ

けられるにしろそうでないにしろ，国有化と国有企業の存在・拡大は今なお無

視しえない重要な問題である。小論は，特に国有企業を産業再編成の拠点とし

ての役割において考察しようとする 1つの試みであるが，この視角から固有化

問題に接遅する理由は次のとおりである。従来，国有化の契機に関する論争に

おいては，基本矛盾の漸次的克服・私的所有の九服に固有化の契機をもとめて，

「社会化固有化による独占資本の制約を主張する「社会化」論的な固有化

論の立場や，これに反対して，独占利潤卒の低落り阻止と独占利潤の保障に固

有化の基本的契機をもとめたり勺 あるいは， 独占と全般的危機の段曜におけ

る国内・国際的な不均等発展から生ずる衰退産業 (1社会的総資本の採算的低層領

域J")の，全経済過程の統制・調整過程のための固有化の側面が明らかにされ

て来た。また，現代の固有企業の運動の特徴をなす企業の「自主化J1合理化」

の法則を解明する点において，従来の公企業論は，個別資本的な観点と経営学

的な範購でもって 1企業に内生的な合理化要請」として「自主化」をとらえ，

「自主化 lと「社会化」の矛盾の運動が固有企業の運動法則であるとして来た

と言えようへ

ところで，現代の固有企業を見ていく場合，それが提起している問題は，こ

D 手島正毅「目本国家独占資本主義論』昭和41伝特に72瓦百一77頁。
草寺尾晃洋「独立採算制批判」昭和剖名 35頁ロ

事例えば山城輩「公企業」昭和田年。
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れらの従来の固有企業論の枠を 1歩でるものであり，産業品編成ゐ抱，i:¥tL-士

ゐ白右化・自右企業ゐ没前からの接近が必要であると考える。飢えば，現代の

原子力開発等における国家活動は，投資規模の巨大性と危険負担の転嫁とによ

る先端部門の国有化という従来の視角では把えbれなし、。 l国のエネノレギー供

給構造全体，全産業の再編ー「合理化」にかかわる重大な問題を合んでいる。

固有化D乙の役割では，すでに第 1次大戦中から戦後にかけてのドイツにおけ

る原料資源部門での固有化(国家コシツェル γ由形成〉と国有企業の運動がそれを

もっ正も典型的に示Lているのであり，との分析が固有化の現代的側面に対す

る一つの理論的悲礎を提供しうると考士られる。以トの理由から，小論では，

ドイツの第 1次大戦中と大戦後の時期〈インフレ期)に限定し，新しい型〔私法上

の株式会社形態で「自主化」された国家コンツエノレン〕の国有企業の発生を，国民経

済の再編成 i合理化」過程に位置づけ，その拠点としてとらえなおす試みを

行なったのである。特に，大戦時の新しい型の固有企業(アルミニウム窒素両

部門)の発生から戦後のその発展と，それが電力，鉄鋼の部門に波及し，そこ

での古い公企業の企業形態の転換 (i自主化Ji合理化J)の過程が，産業再編，特

に原料資源部門の再編成を進めていったことを考察したい。なお，財政危機と

固有企業の「合理化J i自主化」 との関連， 金融資本の国際的競争'(特に大戦

後ドイツに対する連合国0)r財政・経済管理由体制UJ"とドイツ金融資本の復活政策との

対抗〕と産業再編， 固有イじり関連などについては，今後の課題主しつつ， ここ

では関係Fるかぎりで指摘Tるにとどめた。

I 戦争経済と国家コンツェルンの基盤形成

「国家と経済との強度の近接を作用させたところの戦争におし、てはじめて，

新しい組織形態の最初の徴候が確認Lうる。そして，古い公企業においてまず

変換がおこったのではなくて，多〈の新しい戦争経済の組織から我々の見るよ

il R. G. Qua臨 undM. Spahn，工Jeutschlandunter Mili臼へ 品制限"..und Wirtschaft.s 
Kontr.品'le，1925， S. 94 
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うな，偶然的な理由で私経済的に導き出されて，帝国の手に引き渡された一連

の企業が結晶していったのである。この最初の偶然』号な一歩から，特有の必然

的主命車合i';-c，自主主会未圭義的正企桑λゐ方向み主主済的ま魚肉が展開して

か勺た。J(Guggenheim， Der改 utschereichseigene In品川町-ekonze門 l，1925， S ←5.) 

ところで，第1次大戦前りドイツには，鉱山業・電力 G手炭火力発電〉を中心

に「古い公企業J(国・川・自治体0)r国家営業J)が多数存在していた。すでに戦

前(帝国主義への転換の20世紀初頭以来)，経済的社会的諸矛盾の激化とそれに対

する国家の諸政策の対応の必要から3 種々の財政改革による財政の中央集権化

が進められ，それを通じで地方財政が窮迫し，州・同治体の公営企業の「経済

性」が要請され，公営企業の経営形態の転換・「合理化」が主に電力部門を中

心に論争された。これが帝国主義への転換期における「電力国有化J論争であ

る (S.P. Dのシュへックハルト町にみられるように， ζの論争が戦後の「社会化」論

争へと発展していく〉。 この論争が「古い公企業」の転換によって現実化するの

ではなく，戦時においてはじめて新しい届有企業の他の要因からの出現を通じ

て現実化している ζ とをまず重視する必要があると思われるo

第 1次世界大戦の開戦とともに帝国主義諸国との全面的な競争に突入したド

イツ金融資本は，立遅れを示す原料・労働力・食糧・戦費という 4大基本問題

を，絶対的な権力をもっ国家の補助の下に自己の組織性を高めることで解決せ

ざるを得なかった。自己の組減怯を高める上で豆要な一環をなしたも 0)0)一つ

が，私経済組織と国家組織とり融合，特にιι で挽うラーテナウが主導した戦

時原料課及そり下の原料統制の戦争会社とアルミニウム等での新しい国有企業

である。これら諸会社は，国・川の国家とならんで，私的企業も参ケする私法

上の企業体・ G-G.m.b.H) として，戦争の進行とともにますます多くの工業

部門に発生し I増大する独占力」をもっ「当該工業グノレープの特有の種類の

混合経済的自治機関」のとなっていったのである。この過程を通じて，一方で官

申 ョングノ、ウス「独逸電気経済に於ける国営の問題J (本田益ー嗣)，電気協会，昭和14年， 28-37 

頁;H. Speckhardt， Zur Sozialisierung der Elektrizitatswirtschaj九 1919
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僚主義的絶対主義的な国家機構の内に，それとは異質のもの全てのことに

対する宏、経済的な把握と処置」わが侵入することとなれ他方でドイツ金融資本

が死命を制する原料問題の解決に際して原料関連産業部門の再編と「合理化」

を行なう拠点?及びそのことによって「経済戦争」を遂行する対外的競争手段

を手に入れることとなった。同時にこの過程は，私的独占資本相互り激しい競

争を通じ，かつ，それを強める中で進行したりである。軍最高指導部，カイザ

側近と結びついた石炭鉄鋼独占資本グノレープは，重工業のための完全軍事化

を狙うヒ Y デンプノレグ計画の下で設立された石炭 鉄の管理部門を掌握し，そ

れを手段として独占的支配の強化をねらった叱他方， 中央政府の内務省p 宰

相と結びついていたと言われる電機化学独占資本家層は，戦時原料課を中心に

戦争諸会社に主な影響力を握っていたへ 特に銅輸入に依存していた電機工業

の独占資本家は，銅の代替品としてのアノレミニウム生産を原料課の下に押し進

め，また，電機化学工業の独占資本家は国家の支持による窒素部門の拡大をね

らいとしていた。このアルミニウム・窒素の生産拡大は，安い電力供給の要求

を通じて I石炭(黒炭) 電力」を 1つの支配基盤にする石炭鉄鋼独占資本家

グループの独占的支配と抵触するもむとして展開されていくのである。この中

で開戦直前(1913年〕に，原料・生産力についての国家の統計記帳が完全に不充

分であることをラーテナウは陳述していたがペ 開戦とともにエネノレギ ，軽

金属等の士業原料基盤での対外的競争力の弱さを露呈することになり s 急速に

統計記帳の組織と原料の国家統制の組減〔戦時原料課の下に原料各部門に設けられ

た戦争会社)が私企業の主導0)下に建設され ζ いった。統制と調達，資金長助

の手段己は乙の課題士克服しえず，私企業の土産拡大の促進政策の延長から生

産拡λのための国有株式会社町建設に発展せざるをえなかった乙とが， こり場

。IIan5Staudingcr， Der Staat al旨 U，白川chrner，1932， S. 36 
1) J. Kuczynsk1， Dze Geschichte企 rL“geder A坤eiierunter dem Kapitalismus， Bd. 14， 
S.202 

S> Alfred Schrot司 Krieg-Staat-M町問ρole1914-1918， S. 149 
g) E.釦 1.da.S. 14~ 

lo) W. Rathenau， Deutschlancls Rohstoffversorgung， in Gesammelte Schriften， Bd. 5， SS. 
23-58. [c 1925.) 
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合特に重視されなければならない。この過程が最も顕著にあらわれたものこそ，

原料エネノレギ一部門で質的に重要な位置を占めたアルミニウム，窒素，電力の

部門であり，これへの戦時中の国家の直接参与を中心にして，戦後には国家コ

γツェノレ γの形成が行なわれていったのである。

すにで1913年にドイツ金融資本の課題を担しちかっ電機化学独占資本家層の

利害を代表したラーテナウは，戦争準備と関連しつつ，窒素原料 t爆薬と農業肥

料の原料として)の補給につき，化学工業界の能力。許す範囲でり化学士場新設

を認めることが必要であると要請している問。戦前ドイツの窒素消費23万屯

(1913)は，主に愉入チリ硝右と硫酸ア Yよそニアから生産され(それぞれ11.5方 t， 

10万 t)， 電気化学工業による合成窒素製造は1.5屯を占めるにすぎなか行たへ

そして，硫酸ァ γ モニアは，石炭産業でのコークス，ガス製造の副産物として

生産され，石炭鉄鋼独占資本の市場支配と緊密に関連しあっていた。他方，合

成窒素製造の 1つである石灰窒素生産は，その製造過程において治大な電力を

必要とし，コストに占める電力費の割合が高い〔約30%)乙とから，石灰窒素製

造の国家的促進策は，必然的に褐炭，lJ¥:力による安価な大量の電力製造の方向

への電力産業の転換 I合理化」へと波及せざるを得ず，前記独占資本家層の

基礎をゆるがすものであった。 ζのような構造を再編する方向を切開いたもの

こそ帝国主義戦争であり，国家機構がその強力な手段となったのである。即ち

開戦により爆薬製造のための窒素の軍需が急増し，他方でチリ硝石輸入の途絶

と，車需でもってもつぐなえない鉄輸出の急速な低下に起因するコークス生産

の縮少，同時にそり副産物ア Y モユア生産の減少が起きている。よれに加えて，

主にユンカ 層の利害から，穀物輸入の減少，食糧需要の急増に起因して，農

業肥料に対する需要増大が生じた。この中で，窒素原料の問題が，単なる貯蔵・

配給統制政策，独占資本への財政援助政策の手段では解決しえない問題となり，

窒素製造部門の再編の方向での生産の拡大と「合理化」が必要となっていった

のである。ここから，国家の権力を背景にして，私的独占資本が主導する合成

lI) G. Gunther， Die deutsche Rohalum-in叫 mindust打e，1931， S. 18 
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窒素工業の促進政策が押し進められていった。

この合成窒素生産は，戦前，窒素肥料 AG(グナップサック工場)， ハイエリッ

シェ窒素企業 AG(トロストベノレク工場)， B. A. S. F. (オッパウ工場)の 3会社

が行なっていた。この B.A. S. Fーは，化学工業の 2大利益共同体の一方り中

心をないす巴山合成窒素生産の拡大を国家政策とすることを要求していた

のである。帝国の「増産要請」が出るに及んで， B. A. S. F.と窒素肥料 AG

はそれに積極的に応え，国家との販売契約を結び，自己の危険負担とそのひき

かえとしての国家の補助金，貸与でも。て工場の拡張を行な司ていった。(窒

素肥料AGは，当時設立中であったグロ旦・カイナ新工場と上司のクナップサ

ック丁場の合成窒素製造の特許所有者が B.A.S.F であったことからである〕。

他方， ドイツ銀行の系列に入っているパイエリッシェ窒素 AGは， 褐炭電力

によるコ λ ト高によって終戦後の収益が保証されない二とから， 15年間の国家

の販売保証主要求し，補助金・貸与による契約のみを主張する国側と対立した

のである。 しかし， ドイツ銀行のへんフェリッヒが大蔵大臣になるに及んで

く1915年λ この対立は解決し， 契約が締結されている。 ζ の契約により，ノミイ

エリッシェ AGが，褐炭と結合する土地2ケ所を調達しく中ドイツとオーバー γ

ι レ ジェンのヒョルゾウ)， ここに国の資本投下で 2工場〔石炭窒素製造〉が設立

された。同会社は，報酬と利益参加を得て25年間の経営を担当することになっ

ている。更に，ジーメ γ九とともに電機L業を 2分する A.E. G. (ヲーテナウ

会長〕が， ζのピ ステリッツ工場への褐炭火力発電による治大な電力供給。

利権を獲得しており， A.B.Gはζれを契機にエレク lロ・ヴヱノレケ AGの設

立と経営安定を行なっていった。こり契約は，当会社を資本系統におくドイツ

銀行の金融資本の傑作であると言えよう。こり帝国と私的資本とのからみ合い

の具体的な展開の中に，戦後の国有企業への結晶が株式会社形態において行な

われる原因がみ色められるとともにL この過程の中にすでに「窒素→電力→褐

炭|の方向での産業再編成という経済政策の発展が跡づけられるのである。

アルミ二ウム部門では，戦前から世界市場で独占的地位を占めていた窒素部
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門と違い，戦前には外国系企業1社(スイスの代理会社)が存在するだけであっ

た。アノレミの世界生産は，スイス，アメリカ， フランス等の少数の会社が独占

し， ドイツは，スイス， フヲ γスの独占企業の市場支配の下に，世界のアノレミ

ニウム市場での最大消費国 (1912年27%)であった。 1901年には「国際アルミニ

ウム';//ジケ ト」が成立しに独占価格〔ドイツ国内己25，-....3.25M per 1 kg)叫

が維持され，企業新設が禁止されていたが， 1908年にはシy ジケートが解体し，

激しい国際的競争の展開の中で技術羊新と価格低下が生じ(ドイツ国内・ l回~

1剖 M per 1 kg)町， ドイツ国内での自生的なアノレミェウム産業白出現は不可能

であったのである。しかし，戦争が「ドイツにと司て独自の原アルミニウム下

業の創始者となった」問。輸入に全面的に依存する点.重要な工業原料である

ことから，銅とアノレミニウムは，他のどの軽金属よりも決定的にドイツ独占資

本の経済的基盤・競争力，特にそれに依存する電機独占資本の支配力を左右す

るものであったと言われる。 1913年にはすでに輸入減少が起払アルミ消費の

減退を導びかざるを得なかったが，開戦により全面的な輸入停止に直面した。

他方で， 銅等の軽金属の代替として， かつ軍需生産(飛行機，ツヱベりン，モー

タ 等〕からのアルミニウム需要が急増し， 国家と金融資本，特に電機独占資

本との融合において，戦時原料課を中心にアノレミニウム産業の開発がとりくま

れることになったのである。まず当初原料課とその下の戦時金属 AGを通じ

て，函はメタノレハ γク・メタノレウノレギッジェン会社と化学製作所グリースハイ

ム・エレグトーンとの販売契約を結び，見返りとして後者の所有地(ピッターフ

ェル卜〉に再会社が共同でアノレミニウム工場を建設する ζ とになった。更に第

2契約では，J-レムとノレムメノレ旦プノレクに 2工場 (1910竿)を建設した。 ζ り段階

では因。資金援助，販売保証によって私企業の工場建設がすすめられたのであ

る。更に， これでも工業原料として0需要と軍需の増大に対応しえず，かっ産

業政策上から「アノレミニウム生産が将来の平和時において重要な役割を果たす

1申 Ebenda，SS. 14-16 
l~ 五'.benda， S. 17 
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ことが認識され」叫て，生産促進策は新たな展開を見ることとなった。まずア

ルミエウム生産の統轄が戦時原料課から大蔵省に移され，大蔵省を通じて国が

直接企業参与を行なっていったのであ右。大蔵省は， 電力供給の面からの R

W. E (黒炭火力発電の独占的企業・シュティシネスの支配後述) とともに， アノレ

ミ生産技術を保有するギオリニ兄弟会社を抱え込み，三者参与でエノレフトヴェ

ノレク AGを設立した。

三者は各々 3百万Mの株式資本金を出資L，国は更に 6百万Mの一般株と 44

百万M の貸付保証士与えた。次いでラウタ大工場を設立しつつ，前記のピ γ タ

フェルト，ホレム，ノレムメノレスプノレグの 3工場を乙れに結合させていった。

更にこの 3工場設立時の前記の第 1次契約を更新Lて 3工場を，ラウタと同時

に設立を見た合同アノレミニウム丁場 AG(以下 V.A. '^つに移譲させ， メタノレ

バンクとグリースハイムの両会社は代償として株式を受けとり V.A. W に

参与する形となった〔大蔵省5的ι2会社各25%)。 ここに国が株式保有と経営管

理に参与する私法上の株式会社を設立し，その下で工場の拡張，新設を進めて

いく方向がとられたのである。原料課から大蔵省へ，かっ資金援助・貸与から

株式参与への展開の契機には，上記の戦後を考慮したドイツ金融資本の産業構

造政策があるのみでなく，戦費調達からくる財政危機の深まりが横たわっても

いた。特に V.A.W は，次々に発電，禁上，電極， アルミの諸工場を設立

し，一貫生産を行なう企業に拡大していったのである。

ところで上記7ノレミ生産は，その化学的な製造工程において大量の電力を消

費することから，黒炭発電よりも褐炭火力発電へ結合してゆき吏には水力発電

との結合へ進まざるをえなかった。例えば， V.A.W.は，アノレミ生産に対し

てその電気機械，電力供給における結びつきを志向するA.E. G とジーメ γ

九とともに，水力発電とアルミ生産を結合するイ γ ヴェルク・パイエリアジェ

.アルミヱウム AGを設立していったりである。

1争 FelixGuggenheim， Der 止utschereichseigene Industn'ekQnzern， 1925， Zuricher volks 
wirtschaftliche Fo四 chung，回1，H. 4， S. 18 
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電気事業について述べれば， 戦前の国と州政府は， 市町村自治体における

「古い公企業」としての混合経済的電気企業の発展とは逆に，電気経済への参

与に対して抑制的な態度を示し，これら自治体公有企業の「合理化」と統合は，

固有化による集中をめぐる当時の「電気経済国有化論争」にもかかわらず具体

的政策として実を結ばなかったのである。発送電事業を中心とするコ γ ツェノレ

YのR.W. E.は自治体の参与を基にほの半封建的な特権 Wegrechtを競争手

段とじて)発展したが，国・州に株式参与を要請して拒否されている。それが

アルミニウム・窒素及び軍需工場への電力供給を契機にして安価な大量の大電

力供給を確保する政策に移行し，上記インヴェノレク AGに見られるように電

気経済への国り積極的参与へと転換していったのである。と乙ろで従来・発送

電事業は新供給地域の開拓，僻阪の地方への供恰.J照明及工業用の電力供給が

中心であった(1909午照明用40%，動力源用51%)1九ところが，戦時において動力

用電力消費はもちろん電気化学工業の飛躍的拡大を契機に直接生産過程と結合

した大電力供給が要請され，その場合にコストに占める電力費の割合が高いこ

とから電力供給の「経済化J I安定化」が主張されてきた。戦前の中心であっ

たのは黒炭による火力発電であるが，この構造が石炭鉄鋼独占資本家層の支配

体制の 環となっていたことは，例えば，その代表格たるシュティ γネスの支

配するR.W. E.がノレール石炭と緊密に結合していたことのうちに端的に示

されている。この黒炭は，坑採掘・坑内労働を特徴とし相対的に高い発電費用

を必要と Lていた。ところが褐炭採掘は露天掘りであることから多様な機械の

使用と低賃金による「合理化」を行なう可能性が大きし火力発電用の炭価を

黒炭に比して相対的に低くしえたのである。特にアノレミニウム，窒素両工業が

戦時のみならず平和時においても産業上重要な原料資源上の位置を占めつつあ

ることから，国の下にアノレミ・室素生産へり電力供給契約を通じて褐炭発電が

奨励され発展「ることになったのである。この中で A.E. G.は， アノレミ工場

への電力供給契約をもとにユレク 1ロヴェノレケ AGを設立したのであり， こ

l$) H. Speckhardt， a. a. 0.， S. 19 
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の会社は近代化された褐炭採掘と近代的な発電設備で発電を行なった。更に国

はこの会社を「競争の宣告という威嚇手段」路〉により買収して株式参与してい

ったのである〔こり背景には，電機化学，石炭鉄鋼の両独占家層の電力をめくる複雑な

競争と，金融資本総体の政策がからんでいたのである〕。また先のR.W. E固では，

参与自治体の増大とその影響力の拡大から戦費調達等による財政窮迫に起因す

る高収益性・低価格要求が内部から強まったことも関連し，また，前述のエノレ

フトヴヱノレク AGへの参与と電力供給を通じて褐炭発電の要請を受ける中で

国のJllj大な信用を得つつコノレデyベノレクヴェノレクの拡張〔褐炭採掘〕を行ない，

褐炭発電への傾斜を強めていったのである。これはノレーノレ黒炭供給を行なうシ

ュティンネ λ 等の石炭鉄鋼独占資本家層のR.W. E における一定の後退を示

すものであった。

11 戦後の国家コンツヱルンの形成

帝国主義戦争での敗北によって， ドイツ金融資本は，政治危機と同時に，戦

時に蓄積された諸矛盾の露呈として，国債の累積による尼大な債務と連合国側

に課せられた莫大な賠償義務とをもって財政危機に直面したのである。この章

では， 1919年より 23年までの時期，即ちイ Y フレ-vョンとそれによる国債等

の短期日の内の解消，及び独占資本の支配体制の再編成の時期，あるいは戦後

の世界市場再分割と世界資本流通体制j再編とドイツの「財政経済管理の体制」と

をめぐる帝国主義国間の賠償問題における闘争の時期において，戦時よりひき

ついだ新Lい型の固有企業がどのように展開，波及していくかを明らかにする。

第 1に実物賠償」によって莫大な石炭と化学製品を連合国に引渡し，又

占領地域の喪失と領土割譲によって，政治的不安とインフレーショ γ，為替低

落による輸入困難の中で，石炭・軽金属等の原料資源の欠乏を招き，戦時につ

づし、亡原料資源の問題がドイツ金融資本にとって重要な問題となった。ノレーノレ

とともに石炭鉄鋼生産の統一体を形成してu、たと言われるアノレサス・ロレーメ

1申 ョソグハウス，前掲書.， 17頁。
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(仏に還付〕・ノレクセンブノレグ〔関税領域から切離し〉及び石炭生産のロートリ γゲ

γ，オーパ シュレージェンの割譲は，石炭，鉄鉱石，銑鉄p 鉄鋼生産の縮少

をまねいた。特に，地域的にノレーノレとロレーヌでの統一体を支配の基礎とした

石炭鉄鋼独占資本家層の支配体制は， これによって大きな変動をうけたのであ

る。 1そのカルテノレ組繰もまたロレ ヌの諸企業を重要な構成員として含んで

いたのであるが，敗戦によるアノレサλ ・ロレーヌの分割によって困難な再編成

の努力を行なわねばならなかった」叩のであれ原料資源の欠乏は，賠償等の

巨大な課題を前にしたドイツ経済の復興のための原料関連産業の再編と l合理

化Jのみならず，独占資本の支配体制Iの鋭い再編成を導かざるをえなかったの

である。

第 2に， これに加えて，戦後には，大戦時の技術革新を契機として新しい産

業部門が各国金融資本の戦略的産業と Lて発展し，その面からの産業構造の改

変がうながされた。即ち，航空機，自動車，電気工業の発達とそのための銅，

アノレミニウム， マンガン等の軒令属(原料〕と電力・フザλ ・石油(エ不ノレギー)の

利用の急増であり，かつ諸化学合成品産業の隆盛である。例えば，窒素生産の

発展，特に B.A. S. F での合成窒素生産の発展が，化学産業の隆盛を象徴し，

後のI.G フアノレベγの成立を導いたのである。

以上の傾向が，いわゆる「インフレ期のコンツェルY形成運動」と関連して，

ζ の時期の国民経済の再編成=1合理化」を，独占資本の鋭い支配体制の再編・

独占資本の激しい競争を通じて 1社会化」叫論の方向での「合理化Jとしてで

はなし原料資源部門を中心とする産業再編成と Lて展開させることになった

と言える。この中で，戦時からの戦略的部門での国有化の拡大と「古い公企業

」の株式会社形態， コンツヱルンへの転換と「合理化Jが，産業再編の拠点と

して進行していったのである。

1 拠点産業=アノレミニウム，窒素

1~ 島田悦子「欧州鉄鋼業の集中と独占J 昭和450年， 37頁。
1$ 関口尚志， ドイツ草命とファッ γ ズム「経済学論集」第34巻第2~-， 1968. 41買.
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(1) 戦時の1917年には，アノレミニウム産業に参加していた独占資本家層は，

戦後における需要減退と国際的な独占企業との競争とを見込んで， アノレミ精練

工場の新設・拡張を宰相の認可の下におき，輸入をー商会にのみ限定していた。

しかし，敗戦の諸条件がそれを不必要にし，逆にアルミ生産発展の条件を切り

開いたのである。 方で，インフレが戦時四高い設備費による負債とコスト高

の原因たる高い電力価格とを解消し，また黒炭から褐炭，更に水力への発電動

力源の構成の変動と遠距離送電の発展により安価な大量の電力供給が可能とな

り，それとともに敗戦による国際的独占協定への不参加によっ亡，国際的独占

価格より低い園内価格を維持して競争力を確保している。また他方で，前述の

ような原料資源の喪失と為替低落による輸入低滞の下で，アルミ需要が急増し，

産業における地位を高めたのであるo

しかし，他方で戦後，当部門の国際的独占資本， とくにスイスのメイハウゼ、

第 l表 アルミニウムの世界生産(1000m. t) 

1915 

16 

19 

24 

77.9 

104.2 

132.7 

169.6 

Donald H. Wallac-e， Market Contアvlin the Alun1iniu1n Industry， 1937， 
Appendix F. ;佐藤定幸， アメリヵ・アルミニウム産業発達小史. (一橋大〕
「経済研究」第17者第2号， 1966午固

第 2表 アルミ三ウム生産 第 3表 アノレミュウム価格

と消費(t ) 〔独，米国内〕

産 費

1913 1.000 13.600 

1920 12.000 16.800 

1923 17，000 22，300 
1924 20.000 24.000 

G. Gunter， Die deutsche Roh- Guggenheim， a. a. 0.， S. 25 

alununiunlIndustrie， 1931， S. 33 
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と米国のアノレミニウムカ Yパニー・オプ・アメリカ (Alcoa社〕は， 30年代の発

展の上に，戦時の拡大の中で巨大な利益をあげ，莫大な積立金と大きな競争力

をもってドイツにせまり，またアノレミの原鉱ボーキサイトの大半(園内採掘の10

倍以上1922年〉は， ドイツ産業の復活を阻止しようとする仏・伊等からの輸入

に依存せざるをえない状況であった。

以上のような状況の下で，特に産業構造の変化によりアノレミニウムの産業上

の位置が決定的となったことから，国家所有の下へのアノレミ生産の統合と拡大

が，国際的競争の手段としても， ドイツ経済再建の拠点とし℃も，極めて緊急

な課題となったのである。対外的な競争手段四国家による掌彊の志義は Alcua

社の動きにおいて明確にあらわれているく後述)0

戦後の共和国大蔵省は，国のV.A. W.，エルフトヴェノレク， ィγ ヴェノLク

の 3AGへの参与を引継いだ。大蔵省は 1すでに非常に強い参与から見て，

比較的小さな手段でこの能率の上い将来性のある産業部門の全生産を自己のも

のとするととができるということを確認」山L，参与する私的企業の株式の買

収 CVerstaatlichung)を行なっていった。私的企業は，当初拒否していたが，結

局「激しい国家官庁の庄力に服従してJ(メタルパンク社の言葉)冊参与を放棄し

たのである。まず， 1919年の新契約によって， メタルパンクとグリースハイム

の V.A. W 株を買い七げ (14，4百万M株式。買上げ 25%価樋の10，6百万M株の

支払金の返済)，逆に 2企業には V.A. W の営業に対する巾広い協働を保証

し，毎年の報酬と国家消費以外の専売権が与えられた。その後，国家はこの協

働を停止した。その上で「生産を能率のよい収益性のある工場に集中するため

に」町，ノレムメノレスプノレグとホレンの両工場が停止され， ピッターフ z ノレト工場

を上記両会社に売却した。 同時に， R. W.Eーとギウリニ兄弟会社から株買

い上げが行なわれたエノレフトヴェノレク AGは，全株が大蔵省から V.A.Wー

に移されて統合されている。 このようにして基盤を確立した V.A.W.は，

19) Gu呂genl肥 1111，μ U. 0.， S. 20 

抽 Ebenda.S. 20 

21) Ebenda， S. 21 



50 (198) 第108巻第3.4号

原料安定と加工部門の確保のために参与による拡大を行ないコ Y ツェルンに発

展していったのである。即ち，①シェティンネ兄・コ Yツェノレγ の鋼生産会社

の全株(A.V. W とその子会社ェルフトヴェルク AGで分割U)，②アルミ圧延工場

獲得のため鉄・金属工業 GmbH の50%~ ①V.A.W. の毒事土を化学的に加工

する化学製作所ブラウ :/'Y，，-ヴァイク・オカー AGに参与， 0圧延r1J1からア
ノレミ箔を製造するため， ヴォノレフ・ネッタ一会社とともにライン板金 AG(グ

レずェンプロイヒ〉を設立，@他にモータ 会社，販売会社，第 1パブジウム製

造会社等に参与し亡いったの tある。以上の過程の特徴は，まず，戦時からの

私法的会社が，それぞれ独立し，かつ別々の私的資本と結合して大蔵省の管轄

下にあり，経営は大幅に私企業の手に委託されていて経営・生産での相互の統

一性が弱かったが，これをまず私的企業から切離して再編成Lて当部門での国

家の経済的活動を合理化し，戦後の新しい段階における発辰の基礎をつくった

ととである。即ち， 私企業から大蔵省への株の買い上げ， 大蔵省から V.A. 

W.への譲渡， V.A.W，の下での再編成と経営・生産での統一性の確保，持

株会社としての V.A.W.の参与による鉱大という中で，国家資本の「株式参

与]の形態，私法上の株式会社の固有企業〔持株会社)形態が，当時のインフレ

と財政危機の状況の下で，経済的・生産技術的関連での統一性を保持しつつ，

いかに「流動性と経済的諸関係の持続的な変換への適応能力}21~持っかを示

したのである。また，アメリカのアルミニウム産業の 1社独占を行ない，戦後，

他の独占企業と同じくヨーロッバに進出を図った Alcoa社は， V.A.W へ

の資本参加を企図して失敗しているが，それは IV.A. W が国有会社 Eあれ

外資の参加を拒;合するドイツ政府0)意向が強かったからである。」幻)Alcoa社は

「ヨーロッバ白アルミニウム産業り牙城フランスj をはじめ九イス， ノノレウェ

に進出 L，ボーキサイト鉱床， 水力発電資源までも買収する状況であった問。

ここでは，国有企業が， ドfツの強力な対外的競争手段として機能しているこ

2② StaudInger， a. a. 0.. S. 47 
2~ 佐藤定本アメリカ田アノレ ξ ニウム産業発達小史， I経済研究」第17巻第2号， 1966. 133'頁。
2~ 同上， 133，買。
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とが指摘しえよう。

(2) 窒素部門でも同じ発展の傾向が見られる。敗戦によって，窒素の原料で

ある硫酸アンモニウムが実物賠償で引渡さわし (1922年までの総計約7.5万トン〕汽

オ パーシュレージェ Y劃譲によりヒョノレゾウ工場が喪失したc しかしp 戦前

ドイツの独占的地位をひきつぎ，窒素部門は新興の化学産業の拠点として発展

L， 1. G フアノレベン・コンツヱノレンの発展の基盤をつくったのである。

第4表 ドイツにおける窒素生産グノレ プ

グノレ プと会社 t 純窒素

1 1. G. 77/レベン工業コンツェルγ 862，000 

2 ドイツアンモニア販売連合 GmbH 200.000* 

3 バイエリッシェ窒素企業 AG 90，000 

4 コークスグェ/レク・ヒェーミヅシュブァプりグ AG 6，0口0

5 ドイツカス工業経済連合，ガスコークスシンゾケート AG 6，000 

Grosrnann u. Weicksel， Die品'tickstQ♂ndustrieder Welt， S. 57 半1930/31

ヒョノレヅウエ工場は，ポーランドの国家所有に差押えられたが， ピ-7、テリ

ッツ工場は大蔵省に移譲され， 中ドイツ窒素企業 A Gに転換され全株が園家

所有となった(1920年， 60百万M)。またノミイエリッ γ ェ窒素企業 AG(トイツ銀

行系〕と国との共同で設立されていた水力発電設備とカーハイド工場か、ルト〉

は， 国家に移譲された後に， ノミイエリッ γェ発電所 AGに転換されている。

ノ、イエリッシェ窒素企業 AGは， そり代りに経営権とカーバイド 0)優先購入

権を獲得している。 ζ の固有の 2AGは，安い水カエネノレギーによるカーパイ

ド生産で結合していた。

ところで，戦後の世界の窒素生産は，合成窒素生産が飛躍的に拡大し，チリ

硝石p アγ 毛ニアによる生産を追いIQC、てい勺た〔第5表参照〉。 ドイツの合成

窒素生産のうち石灰窒素製法は私的3会社主中ドイツ窒素企業 AGく5社で占め

る割合39%)が独占 L (他の合成宰素牛産では，合成ア γモニア製法2会社，アーク製

法 2会社)，ここでの国有企業は後の窒素シ γジケート形成に参加し，独占体制

2$) H. Grosmnann， StickstoJ.芦ndustrieund Weltu.rirtschaft， 1926， S. 58 f 
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第5表世界の窒素生産と消費 (1000t純窒素)

〔生産〕 1909/13 1926/27 1928/29 

チリ硝石 400 200 500 

アンモニア 210 310 405 

合成窒素 25 735 1.100 

635 1，245 2，005 

全世界消費 611 1. 339 1，885 

Grossmann u. Weicksel， Die Stickstoffindustn'e der 1日 lt，S. 28 

に国家的性格を付与している明。

以上の7ノレミニウムと窒素の生廷におい1直按生産過程で大量の電)J士必要

とすることか，:>，安価な大電力供恰の発展が導びかれざるをえなかった。

2 電気部門への波及

すでに述べた戦後の右炭不足から火力・蒸気力から電力・ガスへのエネルギ

ーの転換，電力の動力用消費の増大，窒素・アルミニウムにみられる電気化学

工業の発展が，戦時につづき，大電力供給とそのための電力供給の「経済化 l

'"要請していった。電気部門の「合理化Jは， 黒炭から褐炭・水力への移行

〔第 6，7表参照)，自治体の諸発電所 (1古い公企業J)の集中再編を通じ， 主にア

ノレし窒素の国有企業への安価な電力供給を契機にしつつ高圧遠距離送電網の

建設によって行なわれた。これをもとにしつつ， ドイツのエネノレギー構造の転

換を通じて国民経済の再編成=1合理化」が押し進められたと見ることができる。

第 6表 発電原料の推移(公的生産での智l合引〕

年 石 炭 褐 炭 水 力

1913 63. 3 23.0 11. 6 

1Y22 48. 3 41. Z 9. 7 

1929 41.0 45.1 13.3 

1933 33.5 47.7 18.6 

Car1， Krecke， Die E.ηergun叫吋schaftim nationalsozialistischen 
~taat， S. 4，1 

26) Eb(!{llda， S. 59 
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第 7表 ドイツのエネルギー生産と消費(t 1000) 

1413 1926 

生 産 消 費 生 産 消 費

炭 190，1口9 157，919 14邑， 296 110，025 

炭 87，233 91，680 139， 151 141，087 

]， Neubauer. Die Strukturveranderungen deγ deutschen Kraft叫出品。β

seit detn End訟d討 vorigenJahrhunderts， S. 34 

(1) 高庄遠距離送電は，前出のエレクトロヴェノレケ AGのチヨノレネヴィッ

ツ工場とへノレリ Y都市発電工場との聞の，アノレミ生産用電力供給を契機にした

高圧送電線の建設に始まる。ところが，石炭の不足，ベルリンでの照明・動力

用消費の増大，他方でのアルミニウム工場の生産拡大，電力需要の増大の中で，

国家はまずエレク lロヴェノレケ AGの褐炭発電工場からの高圧送電を行ない，

つついてニーダーラウジァツアー発電所 AG(プラ γ ・ポーヴェリ・「ンツ z ノレ

ジ系プに参与してそのトラッテ Y F'ノレフ発電所とそれに結合した褐炭坑を確保

L， これと V，A， W のラウタ発電所とを統合して中部ドイツ発電工場を設

立したのである。こ寸もによりラウタートラッテ γ ドノレフーベルリンの高圧送電

線網が建設された。更に以上の参与を統合して，新たに届有エレクトロヴェノレ

ケ AGを設立しく1921年)， これを軸に固有の電気コ Y ツェノレンを形成していっ

た。他方東プロイセンでは，プロイセン州国家が公有の諸発電施設を遠距離送

電網の建設を通じて統合しつつあったが，共和国政府はこれに参加して 3子

会社をもっ東プロイセ γヴェノレケ AGを設立したのであり，前者と合せて乙

こに 2大固有電気クツレープが建設されたのである。 Dr. Windel (" Deutschen 

Bergwerkszeitung“， 1925)の指摘するように， 1913年以降の電気経済は「大発電

所」期であり r急速な生産拡大，特に戦後のそれと，更に石炭不足が多くの

産業に対し公的な電力供給に連携するのを誘発したJ27)のであり，各種の公的

2tr }ohannes Neubauer， Die 品 rukturveranゐ1ungender企utscheπKraj品叫rtschaftsiit 
dem. Ende des 'oori.gen Jahrhunde吋s.1934. S. 16 
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発電施設の再編合理化と統合にとどまらず，遠匝離送電網を通ずる産業再編が

遂行されてい〈のである(第8表参照〉。

第8表各産業の原動機E電気モ タ の使用馬力の増加
(100%) 

工業グルプ 1895比の1907

機械工業

化学工業

紡績工業

製 糸 業

皮 平 業

製 材 業

建 築 業

J. Neubauer， a.a. 0.， S. 31 

(2) R. W. E.コンツェルン

695 

231 

170 

202 

256 

196 

164 

342 

1907上bの1925

322 

346 

57 

129 

182 

172 

69 

203 

1920年の増資におし、てクルップ，アーへゾーベノレクハウ連合が参加し，特に，

諸自治体のグループが新株で多数を獲得するにいたりた(共和・大蔵省は 2%参

与〕。州， 自治体は，戦後の財政改草による税収の圧迫，賠償公債引受けとド

ーズ案による国家安付金の削減によ b財政危機をもろにう什，また資本家仰lか

らの安定した安価な電力供給の要請の中で，相次いで「古い公企業 iの発電腕

設を株式参与の見返りに R.W. E.に売却し， R. W. Eはそれらを整理再編

していったのであるべ戦後の財政危機と資金不足，特にインフレーショ γ と

連合国の「財政経済管理」の下では， R. W. E.の資金調達は，公共体の公共

事業債(外債〉発行に依拠し，公共体が戦前の「シュテイ Y不見の銀行家」聞の

役割を新たな形(外債による外国資本の調達〕で継続Lたのである。R.~人 E 自

身も，その公的性格を背景と Lて有利に外債発行を行ない資金を調達したけ

回のニューヨーク債〕。 ここで重要なのは， 戦後の資金不足を外資導入によって

まかなったドイツにおいて，賠償義務と表裏をなす共和国・州・自治体・公企

2申].Asriel， Das R. W. E.， 1930， SS. 213-215 
2@ Ebenda， S. 209 
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業の長期外債の発行が重要な意義をもったことである。長期外債の引受けは，

その77%強がアメリカ資本によりなされ汽外国資金は引受けと同時に，自己

の資金回収と賠償支払確保のため公企業の私経済的経営への転換(1自主化J)・

「合理佑J，それを通ずる産業再編を要請した。また他方で，ヨーロッパを席捲

した外資，特にアメリカ資本に対してドイツは，経済上の必要性からと平和条

約の規制とから法律上り対応が行なえず， 民間の自衛策にゆだねられていた

が31)， V. A.V¥にその他にも見られるように国家の外債と固有企業も，一種の

産業保護の役割を果していたのである。

R.W.E は'/ュティンネスの死 (1924年〕とともに除杏役会に「公共利益J

の代表〔自治体の首長)，電機資本家， 工業の電力消費者及びドイツ， ドレスデ

ナ，タノレム γ ュタット，ディ λ コY トの回大銀行の代表が席をつらね，議長は

合同製鋼の総支配人フェ-，，'ラが坐り， ドイツ電気経済の 1つの「白治組織」町

〈国家独占的協定の組織)となったのである。

(3) すでに述べた以外にも， 州， 自治体の「古い公企業J(発電所〕の再編

「合理化」と集中は，次の方向でもなされた。諸自治体が発電所を統合・整理

して合同電気工場ヴェストファーレン G.ffi. b. H を建設し， 後に株式会社

化している。これは完全公有だが，経営管理には私的独占資本家が参加してい

る。設立の目的は，諸自治体が，第 1に私的大購買者刊の供給保証，第2に自

治体の財政的必要，第 3にアメリカの資本供給者の収益条件を受入れるためと

されている汽 プロイセンにおいても 1927年に27の子会社と70の発電所をもっ

発電部門中心のプロイセ:/.ェレクトヲ AGコYツェノレ γ が形成されていっ

たように，上記の傾向けの要因〕は3 他の自治体り公企業の株式会社形態への

転換と「合理化」に共通に含まれていたのであるu

以上の共和閏の電気コンツェノレン正プロイセン，ハイエノレY両州の電気コ Y

神 加 藤栄 ，ヴァイマーノレ期ドイツ資本主義の構造と運動. r社会科学研究」第16巻. 60頁.

3D 日銀調査局「ドイツイソフレ ションと財政金献政策」昭和21年，実業之日本社， 284-288頁ω

32) J. Asriel，仏仏 0..S. 215 
33) Ebenda， S. 233-236 
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ツェノレγ を中心に，転換 I合理fじ」された諾自治体の電気会社主統合してp

「ドイツ電気経済の技術的経済的統ーとそれの合理化を容易ならしめるための

あらゆる方策を行なうためにJ汽屋根会社 lドイツ電気経済株式会社」が1928

年に設立されている。いわば，反古となった「電気経済社会伯法」の「水平的

自治組織」田実現と言えよう。

3 V. I. A. G の成立

プ戸イセ γ でほ，先のプロイセ γエレクトラ AG以外にも，石炭・鉄鋼で

の「古い公企業」の株式会社への転換と持株会社への統合が行なわれたο 即ち，

1923年にプロイサーグ(右炭ー鉄鋼)， 1927年 k ベノレニア AG(16子会社，石炭

鉄鋼)が設立きわ 9 安定期の「合理化」運動の中で参与を拡大しつつ， 1929年

にはこれらの株保有を統合してコ γγ ェノーレンのコ γ ツェノレ γたる V.E. B. A. 

(65会社の持株会社〉を設立し，統一的で行政から「自立」した経済管理を行なう

ことになっている。

同じく， 1924年には，窒素，アノレミ両グループ，電気等を含む諸国家コンツ

ュノレγ の屋根会社 V.1. A. G. (合同工業企業 AG)が設立された。窒素， アルミ

等のグループはコンツェノレγ の形で持株会社の下に統合されて「自主化JL.て

いたが，各グループ毎に大蔵省の第 1部局の下iこ管轄されていたのである。第

1部局は解体され，大蔵省の編成替え(Schatzministeriumから Finanzmin出世間m

に)にともない， 全てのグループの国家所有の株式は，このV.I. A. G.に移

され Iコンツェルン」が成立した。ここに第 1次大戦より現在に至るドイツ

国有企業の特色ある形態白出発点が完成したのtある。このV.I. A. G の監

査役には 5大銀行の頭取とクレックナ(クレックナー・コンツェルン〕が席を占

め， ドイツ金融資本の経済「合理化」の拠点となってし、たい特にB ヨY ツ L

YレY の機関銀行たるヲイヒス・グレジット AGの監査役には， ドイツ金融資

本の産業的背骨たる 2大連合トラスト(I.G フアルベンと合同製鋼〉の代表， シ

ュミット，フェーグラーが席を占めている問。とのヲイヒス・クレジット AG

3-D Staudinger， a 仏 Oリ S.64;ヨングハウス，前掲書.19頁。
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は， コンツェノレγ 内の金融的操作と均衡を図ったのみでなく，外債・外国での

信用の獲得を容易にしつつ，それをもとに私的大企業，大銀行とのみ取引を行

なう位置にあった。このような v.1. A目 G. の形成は，経営「合理1tJと財

政政策，産業再編政策での「流動性J 1適応能力」を示す株式会社形態の国家

コY ツェルンがドイツ金融資本の拠点としての「国家組占資本」であることを

方ミしている。

むすび

賠償と関連してドーズ案による「外国経済への貨幣創出権の引渡し1時を中

心にした連合国の「財政経済管理」下におかれたドイツ経済においては，国家

コンツ平ノレγが， ドイツ金融資本にとって復活をめざす拠点の lつであったと

言える。それは，特に，以上の分析においても示したように，外国資金の調達

と重要原料資源部門の国家による確保，そこでの再編「合理化」を通ずる産業

再編成の遂行という意味において考えられよう。このような視角からのドイツ

の国家コンツェノレYは30年代を経て，第2次大戦から戦後西ドイツにおいてど

のように展開するか，その意床から固有企業と帝国主義相互の競争，財政危機，

「財政自主権J町との関係が，今後明らかにされなければならない課題であろ

フ。

拘束亜経揖調杏局，前掲書. 5-6頁.11頁司
3$ Ernst Wagernann， Wa kommt das viele Geld her?， 1940， S. 56. 
aiJ塩井昭安援助と「財政自主権ム「経済論叢 i第四6巻第4号，毒照.


